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建 設 業 労 働 災 害 防 止 協 会 神 奈 川 支 部  

支 部 長  殿  

 

                                 神 奈 川 労 働 局 長  

                （ 公 印 省 略 ）  

 

 

労 働 安 全 衛 生 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 等 及 び 金 属 ア ー ク 溶 接

等 作 業 を 継 続 し て 行 う 屋 内 作 業 場 に 係 る 溶 接 ヒ ュ ー ム の 濃 度 の 測 定

の 方 法 等 の 施 行 に つ い て  

 

 

 

労 働 衛 生 行 政 の 推 進 に つ き ま し て は 、 日 頃 か ら 格 別 の 御 協 力 を 賜

り 厚 く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。  

さ て 、 こ の 度 金 属 ア ー ク 溶 接 等 作 業 に 伴 い 発 生 す る 溶 接 ヒ ュ ー ム

及 び 塩 基 性 マ ン ガ ン 化 合 物 が 第 二 類 特 定 化 学 物 質 に 指 定 さ れ る こ と

と な り 、 関 係 政 省 令 が 一 部 の 規 定 を 除 き 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施

行 す る こ と と さ れ ま し た 。 そ の 改 正 の 趣 旨 、 内 容 等 に つ い て は 、 別

添 の と お り な の で 、 御 承 知 の 上 、 会 員 事 業 場 に 周 知 を 図 っ て い た だ

き た く 御 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

ま た 、金 属 ア ー ク 溶 接 等 作 業 を 常 時 行 っ て い る 事 業 場 に お い て は 、

特 定 化 学 物 質 及 び 四 ア ル キ ル 鉛 作 業 主 任 者 技 能 講 習 を 修 了 し た 者 の

う ち か ら 特 定 化 学 物 質 作 業 主 任 者 を 選 任 す る こ と が 令 和 ４ 年 ４ 月 １

日 か ら 義 務 化 さ れ る の で 、 併 せ て 周 知 を 図 っ て い た だ き た く 御 願 い

申 し 上 げ ま す 。  

 


